
①山口市内の介護サービス事業所等※に、
交付申請時に3か月以上継続して就労しており、
かつ、②今後も継続して雇用される見込みのある者

※介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着
型介護予防サービス若しくは施設サービス（ただし、「訪問看護」、 「訪問リハビリテーション」、「居宅療養管理指導」、
「福祉用具貸与」、 「特定福祉用具販売」、「介護予防訪問看護」、「介護予防訪問リハビリテーション｣、 「介護予防居宅
療養管理指導」、 「介護予防福祉用具貸与」及び「介護予防特定福祉用具販売」を除く。）を行う事業所又は山口市介
護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定を受けた事業所。

※主任介護支援専門員は、上記事業所に「居宅介護支援」の事業者指定を受けた事業所を加える。

令和8年４月～令和9年３月３１日
市税の「滞納が無いことの証明」
（発行日は申請日から３か月以内のもの）の添付が必要です。
その他の必要書類は裏面を御参照ください。

※但し、国、県、勤務先法人等から類似の助成・補助金・貸付金を受けている場合は
その額を除いた額を対象経費とします。

！

補助対象経費
・
補助⾦額

・
申請期間

補助対象者

受付期間

兼務OK
兼務の場合も
対象となります

申請期間補助⾦額対象経費資格種別
受験票の交付を受けた日から
受験年度の３月31日まで。た
だし、受験年度の翌年度に補
助対象者要件①を満たすこと
となった場合は、受験年度の
翌年度の３月31日まで。

１万円
（上限）介護福祉士の受験手数料介護福祉士

研修修了日の属する年度の３
月３１日まで２万円

（上限）
新規研修又は更新研修
受講料

主任介護
支援専門員

手続きの流れは
裏面をチェック

山口市健康福祉部介護保険課管理担当
〒753-8650 山口市亀山町2番１号
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下記の書類を山口市介護保険課へご提出ください。
提出方法は郵送・窓口へ持参、どちらでもＯＫです。

申請書を審査し、
市が補助金の決定をします。

請求書（市ＨＰ掲載）を山口市介護保険課へ
ご提出ください。
請求書の提出後、補助金の交付をします。

請求書受付期限：令和9年３月３１日

※勤務先法人、他の公的な機関等から助成金を受けている、又は受ける予定の
場合は、それを証するものの写し （受領証、申請書等の写し）

※「滞納が無いことの証明書は、発行日が申請日から３か月以内までのもの
（市民税課、各総合支所総合サービス課等で発行）

主任介護支援専門員介護福祉士
１．申請書（市ＨＰ掲載）
２．研修を修了したことを証する書類
３．受講料を支払ったことが分かるもの
４．山口市税の「滞納がないことの

証明書」

１．申請書（市ＨＰ掲載）
２．介護福祉士国家試験受験手数料の

領収書等の写し
３．介護福祉士国家試験受験票の写し
４．山口市税の「滞納が無いことの

証明書」

山口市 介護福祉士 主任ケアマネ 補助⾦


